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渡月橋

平 成 2 7 年 3 月 2 7 日 

 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 

平成 25 年の水害被害額について 

平成 25 年の水害被害額について公表します。 

これは、平成 26 年 11 月 14 日に暫定値として公表したものについて、各種資産評価単

価等の更新・精査を行い、確報値として取りまとめたものです。 

【被害の特徴及び暫定値との差異】 

◆水害被害額は、全国で約 4 千 1 百億円（過去 10 カ年で 4 番目） 

水害被害額の算出に当たって使用する計数（都道府県別家屋 1m2 当たり評価額等）

の平成 25 年単価への更新や都道府県からの報告内容の更なる精査等を行った結果、

暫定値から約 1 百億円増加。 

◆被災建物棟数は、全国で約 4 万 4 千棟（過去 10 カ年で 4 番目） 

暫定値から大きな変更は無し 

◆主要な水害の被害状況 

○平成 25 年台風 18 号 

（水害被害額：約 1 千 6 百億円） 
・京都府、滋賀県、福井県では運用開始以来初となる 

特別警報が発令。  

・京都府の由良川では、観測史上最高の水位を記録。 

・桂川では、嵐山地区で家屋や渡月橋等の周辺の観光 

施設等に浸水被害が発生。 

 

○平成 25 年台風 26 号 

（水害被害額：約 4 百億円） 
・東京都大島町では、土石流が流域界を超えて流下し、 

土砂災害危険区域の範囲外でも被害が生じた他、大 

量に発生した流木により被害が拡大し、死者 36 名、 

行方不明者 3 名にのぼるなど激甚な被害が発生※1。 

 

※1 死者数等は、「平成 25 年台風第 26 号による被害状況等について」（消防庁作成）の数値を使用。 

【 問い合わせ先 】 

水管理・国土保全局 河川計画課 河川経済調査官 池田 （内線：35312） 

                   経 済 係 長  堀 （内線：35325） 

電 話 03-5253-8111 ／ 直 通 03-5253-8445 ／ ＦＡＸ 03-5253-1602 

渡月橋の欄干まで水位が上昇した桂川 

（京都市嵐山地区） 

流木による家屋被害（東京都大島町） 
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１． 水害被害額 

約 4 千 1 百億円 

〔 内 訳 〕 

・一般資産等被害額    200,564 百万円（構成比 49.4 ％） 

・公共土木施設被害額   190,745 百万円（構成比 47.0 ％） 

・公益事業等被害額     14,868 百万円（構成比  3.7 ％） 

計       406,178 百万円 
 

 

注）被害額には、人的損失、交通機関のストップなどによる波及被害、被災した企業の部品・製

品供給機能、本社機能等が損なわれることによる他地域の企業への影響等に係るものは含ま

れていない。 

 

２． 水害被害の概要 

（１）被災建物棟数   約 4 万 4 千棟 
 

〔内訳〕 ○全壊・流失  341 棟   ○半 壊  1,168 棟 

○床上浸水   11,892 棟   ○床下浸水 30,801 棟 

計     44,202 棟 

※うち地下部分が浸水した建物棟数は 195 棟 

 

（２）浸水区域面積    約 3 万 ha 

 

〔内訳〕 ○宅地・その他  9,671 ha ○農 地 20,005 ha  

計   29,676 ha 

※うち地下の浸水区域面積は  4 ha 

 

国土交通省では、水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等）による被害額（建

物被害額等の直接的な物的被害額等）等を暦年単位で「水害統計」として取りまとめています。 
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３．都道府県別水害被害額 

        

 

  都道府県名 水害被害額   都道府県名 水害被害額 

1 北海道 7,650 25 滋賀県 15,133 

2 青森県 10,883 26 京都府 64,029 

3 岩手県 33,492 27 大阪府 1,957 

4 宮城県 2,986 28 兵庫県 9,756 

5 秋田県 14,502 29 奈良県 5,583 

6 山形県 13,036 30 和歌山県 7,937 

7 福島県 5,983 31 鳥取県 2,829 

8 茨城県 2,318 32 島根県 28,025 

9 栃木県 552 33 岡山県 6,109 

10 群馬県 1,850 34 広島県 2,585 

11 埼玉県 5,079 35 山口県 32,483 

12 千葉県 21,204 36 徳島県 1,029 

13 東京都 21,751 37 香川県 631 

14 神奈川県 1,834 38 愛媛県 2,155 

15 新潟県 21,857 39 高知県 2,340 

16 富山県 947 40 福岡県 1,381 

17 石川県 3,019 41 佐賀県 192 

18 福井県 6,869 42 長崎県 771 

19 山梨県 539 43 熊本県 1,161 

20 長野県 10,346 44 大分県 861 

21 岐阜県 2,954 45 宮崎県 877 

22 静岡県 7,264 46 鹿児島県 1,270 

23 愛知県 13,896 47 沖縄県 167 

24 三重県 6,106 合  計 406,178 
 

注）1.四捨五入の関係で、内訳の合計と水害被害額が一致しない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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（参考）都道府県別水害被害額図

　　５００～　　　億円

　　５００～１００億円 

　　１００～　２０億円

　　　　  ～　２０億円

　　　凡　　　例
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４．平成 25 年台風 18 号による水害被害額等 

水 害 被 害 額 被 害 の 概 要 

155,248 百万円 

※9 月 14 日～17 日に

生じた台風 18 号に

よる被害額。 

〔 内 訳 〕 

一般資産等被害額 

72,120 百万円 

公共土木施設被害 

76,548 百万円 

公益事業等被害額 

6,581 百万円 

○死傷者数 150 名（死者 6 名 行方不明者 1 名 負傷者 143 名 ） 

○被災建物棟数 12,094 棟  ○浸水面積 14,605 ha 

【 気象概況 】 

・台風の接近・通過に伴い、日本海から北日本にのびる前線の影響や、台風

周辺から流れ込む湿った空気の影響、台風に伴う雨雲の影響で、四国地方

から北海道にかけての広い範囲で大雨となった。 

・9月15日から16日までの総雨量は、近畿地方や東海地方を中心に400ミリ

を超えた。特に近畿地方では、15日から16日にかけての雨量が9月の月降

水量平均値の2倍を超える記録的な大雨となったところがあったほか、最

大1時間降水量で13地点、最大3時間降水量で25地点、最大24時間降水量

で35地点、最大48時間降水量で25地点が観測史上1位を更新した。 

・記録的な大雨となった滋賀県、京都府及び福井県では、運用開始後初めて

大雨特別警報が発表され、最大級の警戒が呼びかけられた。 

【 被害状況 】 

・ 国管理河川のうち、4水系5河川で計画高水位を超

過した。特に由良川水系由良川では、下流域で甚大

な被害が発生した平成16年台風23号による出水を上

回る観測史上最高の水位を記録（福知山観測所）し、

流域全体にわたって大規模な浸水被害が発生した。    

また、計画高水位を約80cm上回る水位を記録（天龍

寺観測所）した淀川水系桂川の流域では、嵐山地区

（京都市）で家屋や渡月橋等の周辺の観光施設等に

浸水被害が発生した他、下流の鴨川合流点付近（京

都市）では、水位が堤防天端まで上昇し、右岸側で

越水が生じた。 

・水害被害額（155,248百万円）のうち、農作物被害額が22,928百万円となっており、過去10カ年に

発生した各水害の同被害額と比較して最大となった。 

・都道府県別の台風18号による水害被害額の上位3県
は、京都府（62,771百万円）、滋賀県（15,047百万円）、

岩手県（10,002百万円）となった。また、京都府の

台風18号による水害被害額は、過去10カ年に京都府

で発生した水害のうち、平成16年台風23号による水

害被害額（58,978百万円）を上回り、最大となった。 

・鉄道については、安祥寺川（京都府管理）の氾濫水 

が京阪電鉄京津線の線路を伝い地下鉄御陵駅のトン 

ネルに流入し、京都市営地下鉄東西線が 4 日間運休 

となった。また、JR 飯田線が土砂流入等により、天 

竜峡駅－平岡駅区間（長野県）で 25 日間運休となっ 

た。 

注）1.死傷者数は、「台風第 18 号による被害状況等について」（消防庁作成）の数値を使用。 

2.死傷者数は、台風による風害等を含む数値である。 

由良川の浸水状況 

（京都府福知山市・綾部市） 

京都市営地下鉄東西線の浸水状況 

（京都市交通局提供） 
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５．平成 25 年台風 26 号による水害被害額等 

水 害 被 害 額 被 害 の 概 要 

43,418 百万円 

※10月15日～17日に

生じた台風 26 号に

よる被害額。 

〔 内 訳 〕 

一般資産等被害額 

33,052 百万円 

   公土木施設被害 

9,047 百万円 

公益事業等被害額 

1,320 百万円 

○死傷者数 173 名（死者 40 名 行方不明者 3 名 負傷者 130 名 ） 

○被災建物棟数 7,300 棟  ○浸水面積 979 ha 

【 気象概況 】 

・台風26号は、10月10日21時にマリアナ諸島の近海で発生し、13日21時に

は沖の鳥島近海で非常に強い勢力となった。その後、台風は日本の南の海

上を北北西に進み、15日午前には南大東島の東の海上で次第に進路を北東

に変え、16日未明から朝にかけて強い勢力を維持したまま伊豆諸島や関東

地方に接近した。 

・台風の接近に伴い、10月16日未明から明け方にかけて伊豆諸島北部を中心

に非常に激しい雨となった。特に、大島（元町）では、1時間に122.5ミリ

の猛烈な雨が降り、24時間降水量では824.0ミリと10月の月降水量平年値

（329.0ミリ）の約2.5倍の雨を観測し、いずれも観測史上1位の値を更新

した。 

【 被害状況 】 

・東京都大島町では、台風26号の豪雨により、土石

流が流域界を超えて流下し、土砂災害危険区域の

範囲外でも被害が生じた他、大量に発生した流木

により被害が拡大し、死者36名、行方不明者3名に

のぼるなど激甚な被害が発生した。 

また、東京都の台風26号による水害被害額（13,270
百万円）は、過去10カ年に東京都で発生した水害

のうち、平成17年に発生した豪雨及び台風14号に

よる水害被害額（40,209百万円）に次いで、過去2
番目に大きいものとなった。 

なお、水害統計において貨幣換算化して計上して

いないが、一般社団法人大島観光協会によると、毎年1月～3月に大島町で開催される「大島椿まつ

り」への来場者数が半減するなど、観光産業への影響も見られた。 

・都道府県別の台風26号による水害被害額の上位3    
県は、千葉県（20,981百万円）、東京都（13,270百  
万円）、埼玉県（4,613百万円）であり、台風26号 
による水害被害額のうち、約9割が上記3県のもの 
となった。 
千葉県内の河川では、8水系15河川で計画高水位  

を超える出水が生じた他、一宮川水系豊田川の河  

川が氾濫し茂原市内では広範囲において浸水被害 

が発生した。 

・鉄道については、小湊鉄道線が盛土損壊により、

養老渓谷駅－上総中野駅間（千葉県）で約5ヵ月間

運休となった。 

注）1.死傷者数は、「平成 25 年台風第 26 号による被害状況等について」（消防庁作成）の数値を使用。 

2.死傷者数は、台風による風害等を含む数値である。 

市役所前の浸水状況（千葉県茂原市） 

土砂災害による被災状況（東京都大島町） 
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【 参考：水害統計調査の概要 】 
 

１ 調査対象水害 

  調査対象としている水害は次の事象であり、その規模の大小を問わない。 

 ① 河川に係る洪水、内水等 

 ② 海岸に係る高潮、津波等 

 ③ 降雨に起因する土石流、地すべり、急傾斜地崩壊等 

 

２ 水害統計調査の概要 

  水害統計調査は、都道府県を通じて実施する次の３つの調査により構成している。 

 (１)一般資産水害統計調査 

 水害によって生じた一般資産の被害額等を把握するため、浸水深別被害建物棟数、被災世帯

数等を調査する。なお、一般資産とは、以下の資産を指す。 

① 建物 ② 家庭用品 ③ 事業所資産 ④ 農作物 等 

(２)公共土木施設水害統計調査 

  水害によって生じた公共土木施設の被害額等を把握するため、被災施設、災害復旧事業費等

を調査する。なお、公共土木施設とは、国土交通省所管の以下の施設を指す。 

 ① 河川 ② 海岸 ③ 砂防設備 ④ 道路 ⑤ 港湾 ⑥ 下水道 ⑦ 公園 等 

(３)公益事業等水害統計調査 

   水害によって生じた公益事業等の被害額等を把握するため、物的被害額、営業停止損失額等

を調査する。なお、公益事業等とは、以下の事業等を指す。 

① 鉄道事業 ② 水道事業 ③ 電力会社 ④ 電気通信事業者 等 

 

３ 被害額の算出方法 

  都道府県、市区町村等において調査し、国土交通省水管理・国土保全局に報告された一般資産

水害統計調査等の数値を基に、次の方法により、被害額を算出している。 

 (１)一般資産被害額 

 一般資産水害統計調査の調査結果である浸水深別被害建物棟数等の数値を基に、被害率等の

係数を用いて、次のような計算式により「建物被害額」、「家庭用品被害額」、「事業所資産被害

額」等に分けて算出している。なお、農作物の被害額は、都道府県からの報告額を合計し、算

出している。 

 《 被害額の計算式：例 》 

 ・建物被害額＝浸水深別・勾配別被災建物延床面積×都道府県別家屋１㎡当たり評価額 

×浸水深別・勾配別被害率 

 ・家庭用品被害額＝浸水深別被災世帯数×１世帯当たり家庭用品所有額×浸水深別被害率 

 ・事業所資産被害額＝浸水深別・産業分類別被災事業所従業者数×（産業分類別事業所従業者１

人当たり償却資産評価額×浸水深別償却資産被害率＋産業分類別事業所

従業者１人当たり在庫資産評価額×浸水深別在庫資産被害率）   

(２)公共土木施設被害額 

  公共土木施設水害統計調査の報告額（補助事業及び地方単独事業の災害復旧事業費）の合計

に、直轄事業の災害復旧事業費を加算し、算出している。 

(３)公益事業等被害額 

公益事業等水害統計調査の報告額（物的被害額及び営業停止損失額）を合計し、算出してい

る。営業停止損失額は、営業停止によって生じた売上減少額（水害が発生しなかったとした場

合に通常期待される売上額を基準として算定）を計上しているが、公益事業等によっては、貨

幣換算化が困難であること等の理由により、公益事業等被害額に計上されていない場合があ

る。                        
 


